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不適合等についての再発防止策の進捗状況について 
 
 弊社が 2019 年 4 月 12 日、5 月 13 日、6 月 18 日にご報告いたしました戸建住宅・賃貸共同住宅におけ

る建築基準に関する不適合等については、お客さまならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配を

おかけしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。 
 弊社は、このたびの不適合等の再発防止策を、6 月 18 日にご報告いたしましたが、2019 年 10 月末現在

の実施状況について、下記のとおりご報告いたします。なお、本内容は本日（2019 年 11 月 1 日）、国土 

交通省に報告いたしました。 
 

記 
 
1．再発防止策の進捗状況について 

【対策基本方針 1】 全社的な設計業務に関する法令遵守体制の再構築 

社長直轄部門として独立した法令遵守・品質保証推進本部を 8 月 1 日に設置しました。 
リスク情報の収集伝達機能を強化するとともに、技術部門における設計・工事業務の監理体制を再構築

し、運用確認、評価を行うことにより、法令遵守体制の強化を図っています。 
【対策基本方針 2】 型式適合認定制度に関する社内資格制度の導入 

8 月 19 日に型式適合認定制度に関する社内資格制度試験（今後は毎年 1 月に実施）を実施し、10 月   

1 日より設計担当者の適正配置を行いました。 
【対策基本方針 3】 リスク情報の伝達機能の強化 

10 月 1 日より、各事業所のリスク情報について、事業所長（支社長・支店長）および設計責任者が中心

となり、遅滞なく法令遵守・品質保証推進本部へ報告する仕組みを確立し、運用を開始しました。 
【対策基本方針 4】 社内監査機能の強化 

 10 月 1 日より、法令遵守・品質保証推進本部の仕様監理部による個別設計監査・条例適合確認などを行

うとともに、設計工程における社内ルールの遵守状況の全棟チェックも実施しています。 
【対策基本方針 5】 事業所の法令遵守状況に対する適正評価 

10 月 1 日より、型式適合認定制度をはじめとする建築関連法令の遵守状況等について、事業所の業績 

評価に反映しています。 
【対策基本方針 6】 本社・事業所間の情報共有の強化、教育の再徹底 

 設計部門の業務に直結した専門教育、建築関係法令の基礎知識を習得する一般教育に研修体系を見直し、 
8 月 26 日より順次開始しています。今後は全社的な法令順守教育を見直し、意見交換の場を設けることで 
本社と事業所間のコミュニケーション強化を図ります。 
【対策基本方針 7】社内チェック機能の強化 

10 月 1 日より、社内の標準的な設計ルール（設計要項）を再整備するとともに、設計図書の長期保管も

再構築しました。また、法令適合チェック機能の強化を図るため BIM の開発に着手し、2021 年 10 月よ

り正式運用する予定です。 
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